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ケ ンタヅキー州における地方 自治 注1)

田尾雅夫

1ケ ンタ ヅキニ州の特徴

ケンタ ッキー州は、アメ リカ合衆国の中部、 シカゴ(イ リノイ州)の 南東 に位 置する。

1792年 に15番 目の州 になった。 ウイスキーや たば こ、馬の生産地 として著名で、ア

パラチア山地の西麓 に位 置する農業州である。南北戦争当時は、その境界にあた った。他

州 と比べ ると、政治的に保守的な土地柄 とされる。

なお、歴史的には、バージニア植民地の一部(theVirginiaCountyofFincastle)と して成 り

立ち,1776年 に、現在のケンタヅキー州の領域が(FiscastleCountyか ら分離 させて)

ケ ンタヅキー ・カウンテ ィとして成立 した。その後、人 口が増 える とともに、その領域 に

中でい くつ ものカウンテ ィがで き、細分化されていった。注2>

II地 方 自治の概要 注3)

ケ ンタ ッキー州の地方 自治体は、他の州 と同 じように、 カウンテ ィ、 シテ ィ、お よび、

特別区か らなって いる。近年、その違いは以前ほ ど明確ではな くなったが、それで も、カ

ウンテ ィは、州政府 によって120に 分割 された地域(territoralentities)で あ り(図1)、 そ

れは、イギ リス植民地時代の名残を残 している。それは、裁判や税評価(taxassessment)、

道路保全 のような、本来、州政府の仕事 を行って いる。それ に対 して、 シティは 自発的に

つ くられた実体(voluntarilycreatedentities)で 、その地域の住民が、 シテ ィとして限 られた

地域のなかで協働 していること(incorporateadefinedareaasacity)を 、州政府(theCircuit

Court)がpetitionす ることで、そこに存在 することになる。シテ.イとカウンテ ィが併 存する

場合、 シテ ィは 日常生活に関わ るルーテ ィンのサー ビス、カウンテ ィは治安的な部分を担

当することが多い。シテ ィがその規模な どに応 じて、行政能力の程度 がさまざまであるの

で、画一的な区分 けはで きない。

なお、 シティにな らない地域が州 内にまだある とい うことである。そ こでは、 カウンテ

ィか ら行政サー ビスを受けることになる。追加 していえば、ケ ンタヅキー州は、他 の州に

比べ ると、 シテ ィが成 り立っても、依然、カ ウンテ ィの権限が大 きい ことが特徴で あると

されている。

シテ ィとい うのは、ある程度の人 口の密集があ り、そ この人たちに都市的な生活 に必要

なサー ビスを提供 し、 さらに、その人 口の集住 に よる規制や秩序 の保持のためにで きるも

のである。 したがって、カウンテ ィに比べ る と、シテ ィのほうが、 よ り広範 に及ぶ影響を

住民に与えているといえるで あろう。 シテ ィが大 き くなるほど、身近 のシテ ィ、やや間遠

になるカウンテ ィといえばよいであろう。歴史 的にいえば、カウンテ ィは州政府の機 能を、

代替 的に遂行す るだけであ る。それは、 まだシテ ィの成 り立っていない農村部 に影響を及

ぼ している。注4)

シテ ィを支えるムニシパ リテ ィとは、 よ りいっそ う都市化 した地域 の必要 に応 じて存在

している と考え られる。ムニ シパ リテ ィには、警察 を有することがで きるこ とか らも明 ら
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かな ように、大 きな権限が委譲 されている。それに付随 して、カウンテ ィの機能を越 える、

都市的な生活 に必要 な、健康や安全、福祉な どのサー ビスを提供 している。そのサー ビス

は、警察、消防、救急、病院、ゴ ミ収集、街路、上下水道、食品管理、電気やガスの供給、

公 園や リクレー ション施 設の管理、ケー ブルテ レビ、図書館な どに及んでいる。当然、 こ

れ らのすべてを一つの地方 自治体が提供で きることではない。

これ らのサー ビスを提供 するために、シティは市内の資産や個人や企業 に対 して徴税 を

課 した り、 また使用料な どを取 ることがで きる。それを管理す るために、市役所職員、 と

くに市長 と議員は選挙で選ばれる。その働 きは、地方 自治体が どのような形式を採 るかに

よって相違 している(後 述)。 しか しなが ら、これ らすべての地方 自治体はそれ固有 のもの

ではな く(nov血erentright)、 そのパ ワー とは1891年 以来 の州憲法に定 め られ、 ムニシ

パ リテ ィを支える法律(Kentucky'sbodyofmunicipalstatutoly1舗 に由来するものであ る。

これは、幾度か改訂され、近年では、ホー ムルール についてシティに大 き く権限 を賦与 す

るとした1980年 の改訂があった。1994年 にもホームルール について改訂があ った。

これの背景には、カウンテ ィか ら徐々にシテ ィの権限を移そ うとい う考えがあったと考 え

られ る。なお、従来、カウンテ ィのパ ワーが強 いのが、 この州 の特徴でもあった。

HI基 礎 自治体

すべての地方 自治体(特 別 区や学校 区も含 めて)は 、州政府の法的な区分に組み入れ ら

れている(legalsubdibisionsofthestate)。'州 議会 は70年 代か ら80年 代 にかけて、シテ ィ

や カウンティがホー ムルール を制定 して、州憲法や州法に抵触 しなければ、 自らのことは

自ずか らが決 してもよい、地方 自治 の原則 を保証 した。1994年 には法制度 と して完備

された。

なお、 シティは、表1の ような人 口規模によって6つ のクラスに分けられ る。

表1シ テ ィのランク付 け

第一位

第二位

第三位

第四位

第五位

第六位

100、000人 ～

20、000万 人 ～100,000人

8、000人 ～20,000人

3、000人tig、000人

1,000人 ～3、000人

～1
,000人

なお、 シテ ィとかタ ウンは便宜 的な名称で しかない。相 当数 の集住 はすべてシテ ィとさ

れ る。この区分 によって、 同 じラ ンクにはほぼ同 じ権限 と同 じ制約が課せ られる。た とえ

ば、第三位 までのシテ ィと、すべ ての シテ ィの議会議員は、そのシテ ィの有権者 によって

選挙で選 ばれる。第4位 か ら第6位 までの市長、 あるいは、市政の管理責任者は選挙で選

ばれるこ ともあれば、任命 され ることもある。それ以外 にも、 以下に述べる財政や職 員の

雇用、権限の程度な どラ ンクに応 じて制約 の程度 があ り、そ こか ら機能的な、さまざまの

相違 が生 じている。 ランクによって、そ こに居住 する住民がシティか ら入手で きるサー ビ

スが相違することになる。

なお、ケ ンタ ッキー州では第一位のシデ ィは人 口26万 人余 のルイビル以外にない。
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階層別の地方自治体 については本論末尾に掲載 した。人口規模 が極 小の基礎 自治体が林

立 している。末尾の付表 によって明 らかな ことは、極小の、いわば 自治体の体 をな してい

ないシティもあるとい うことで、そのような ところは、実質的 にカ ウンテ ィの差配 に置か

れている。不足 をカウンティが提供 している。

シテ ィの成立

で は以上の ような シテ ィが どのように してで きるのか ということである。人々の集住 が

やがて境界 を定めるこ とで、人工的な法的な実体(allartificiallegalentity)と しての地方 自

治体ができるのである。 どの ような要件がシテ ィの成立を保証す るのか。以下の要件 を順

次充 たすことが シテ ィとしての資格 を得るこ とである。 これ らはすべて州議会 によって法

令化 されているる

1)境 界の変更、あるいは確定

一体化=一 つの組織 になるためにまとまること(incorporation)で あるためには
、

1)住 民は最低300人 が住んでいなければな らない。

2)隣 接する領域 があること

3)そ の組織人格 を もった集 団が、有権者やその地域に資産を有 して いる人たちによって

求 め られているサー ビスを提供で きる合理 的な方法 をもってい ること、逆 にいえば、 その

ようなサー ビスを提供で きる他 の方法がないこと。

4)新 しくつ くられたシテ ィが住民に対 して、必要な ときに必要なサー ビスを提供で きる

こと。

5)当 自治体 とその近隣地域が不当に嫌 った りしないこと

な どを条件 としている。

以上のことが充足 されて、シテ ィになることを認証されれば、次 は、それが どのクラス

に位 置づけるか、前述の ような区分(classification)がなされる。

しか し、シテ ィの住民 の陳情 によって少な くとも1年 間 自治政府 を支え ることがで きな

か った と判断される と、以下 の2つ の要件 に照 らし合わせて、その 自治体はdissolution(解

消)に 向かわざるを得ない と、巡回裁判所(theCircuitCourt)に よって判断され る。

1)必 要な自治体 関係者を選んだ り、任命できなか ったこと、

2)必 要な徴税がで きなかった,

シテ ィは、 まだ人 口がまば らの未編入の(unincorporateの 領域 を編入 して、住民の合意

は欠かせないが、市域 を拡大することがで きる。逆 に、縮小(reductionoftemtory)も で

き、他のシテ ィに譲渡(trasferofterritory)も できる。 また、2つ 以上の隣接 する自治体が

合併(merger)す ることがあ る。

この ように、住民の合意があれば、シテ ィの境界 は変更がで きる。ただ し、 そのラ ンク

によって、手続 きは相違 している。

なお、シテ ィとカウンティの間には協働契約(cooperativecompactが 締結 されることが

ある。この意図する ところは、以上の境界 変更、 とくに編入 によって、 シテ ィとカウンテ

ィの利害が対立 しないため にである。シテ ィが大 き くなる と、カ ウンテ ィの基盤が崩 され

るか らである。 シテ ィの発展は望 ま しいが、無秩序 に大 きくな ることを州が制約 しようと

い う意図がある。

2)契 約(Contracting)
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地方 自治体は必要 に応 じて、品物やサー ビスを提供 した り調 達 した りのために、他 の団

体や個人 との間で契約 を交わすことがで きる。規模が小さい 自治体で は、相互依 存的な関

係を構築 しなければな らないので、契約は不可欠 となる。地方 自治体 は、契約主体 である

とされ、 これ らの手続 を定めな くてはな らない。これ らのなかには、入札 による調達、 自

治体 間での契約(他 の シテ ィやカウンテ ィ、州政府の機 関、合 衆国政府のエー ジェンシー

な どとの間での契約 を含む)、また、(同 じカウンティの中での)ジ ョイン ト事業 の展開、(他

の 自治体 との)共 同購入などがある。

3)倫 理綱領の制定

州議会 によって1994年 に制定 され た。 これ による と、シティもカ ウンテ ィも、選挙

や指名 による公務員に対 しては倫理綱領 を定め、それに遵守 させな ければな らない。 その

綱領 には、行動の基準、資産状況の公表、縁者登用の規制、 だれ に規 制を課すべ きか につ

いて明記 しなければな らない。

4)文 書の保管

シテ ィはシテ ィクラー クを雇用 して、い くつかの例外はあるが、行政 に関わるすべての

文書は、公表に備 えて、保全(maintenanceandsafekeepingさ れなければな らない。 すべて

の個人が、 これ にアクセスで きるとされ る。例外 とは、個 人情報や特定 の企業 の存続 に関

わ る情報である。 しか し、裁判所の命令 によっては、 これ らも公開される。

5)情 報の公開

シテ ィは行政に関わることを日常的に公開(toroutinelypublishinformationし なければな

らない。公開の媒体 として、行政広報ではな く、 シテ ィやカウンテ ィに流通 してい る信用

のおける一般の新 聞が利用 される。たえず、定期 的に関連 する情報、 た とえば、財政状況

や制定 された条例、 その他の契約や物品購 入な どが、 これ らの新聞を通 して、知 らされる

のである。

6)法 的な手続き

議会も行政委員会も、すべて公的な機関は多数決によって決定される。その議事過程の

公開、あるいは非公開については基準が設けられ、それらの厳 しい基準を充たせば、非公

開の場合もあり得る。また、定期的な会合の他に臨時会合も、市長などが召集を行えば、

開催される。

Nホ ームルール

ケ ンタ ッキー州では 州法 に基づいてホームルール を制定 したシテ ィは、1)そ のシテ

ィの境界 の中で、2)そ のシテ ィの公共の 目的を促 して、3)さ らに州 による規定や法令

に抵触 しない限 り、 いかなる権限の行使について、州は関与 しない とした。ホー ムルール

・シテ ィになるためには、州議会によって承認 を得なければな らない。

カ ウンテ ィも、同様 にホームルールを定 め、州議会の承認 を得て 自治権限をカウンテ ィ

として保有で きる。

Vシ テ ィの組織
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シテ ィは市長 とカウンシル(議 会)メ ンバー、 つま り議員か らな る。以下で述べるが、

その組み合わせによって、い くつかのシステムがで きる。

市長

市長になれる条件 とは、25歳 以上で、有権者 と しての資格があ り、任期 中、その市域

に居住 し、市に関わるいかなる契約 とも関係 がな い(利 害関係がない)こ ととしている。

なお、政党員でないこ とが条件(anon-partisanbasis)で ある。任期は4年 、あるいは、次の

市長が決定され るまでである。12月 に選挙で選ばれ、1月 か ら任 に就 くことになる。第

1と 第2ラ ンクのシテ ィでは、連続3期 まで とい う制限がある。報酬が払われ る。

議員

議員に立候補で きる条件は、21歳 以上で あるこ とを除けば、他 は市長 と同 じである。

議員 も有償である。なお、市長 と異なるのは、議員は選挙区 ごとに選 ばれることであ る。

選挙区ごとに選挙民が等 しくうなるように分割される。任期は2年 であるが、半分ずつ入

れ替わることになる。政党員は議員になれない。

以上の市長 と議員の関係 によって、 自治体組織 の形態がい くつかに分類 される。

1)市 長 と議会の並立 システム

市長 も議会(カ ウンシル)の 議員も選挙で選 ばれ る。立法はカ ウンシル、の行政は市

長が担 う分担があ る。また、議会は、市長の行政 を監視 する立場 にある。

このシステムでは、市長は市行政 の執行者 として、以下のような権限 と義務(powersand

duties)が賦与される。

1)市 の条例や規則、州法 などを実施 すること

2)市 の行政部門 とそ こでの被雇用者 の管理監督

3)自 治体間関係 の関係管理

4)市 行政 の、カウンシルへの報告(年 次報告書な どを含めて)

5)カ ウンシルの反対 には従わざるを得 ないが、そ うでない限 りは、市の行政手続 きを

拡大すること

6)カ ウンシルの会合 を仕切 ること(議 会 の司会)、 しか し、賛否 が同数でない(breakatie)

でない限 り、カウンシルのメンバーで もなければ投 票権 もない。

7)市 の債券発行や、覚書や契約書、 さまざまの文書の管理

8)カ ウンシルのスタ ヅフを除 く、すべての被雇用者の任免

9)市 の選挙で選ばれた、あるいは任命された職 員に対する宣誓書の管理

他方、カウンシルは、一院制の立法府で、 この システムでは執行権 は有 しない。カウン

シルの員数は、第1ク ラスでは定 員12人 、第2か ら第4ラ ンクまで は、6-12人 の範

囲で条例で定め ることがで きる。第5,第6ラ ンクは6人 である。会合は月例以上に しば

しば開催 される。市長か多数の人たちが応 じれば、臨時の開催 もある。

1)職 員の任免、その義務や責任の範囲の確定

2)歳 入や予算 の審議

3)公 衆衛生や安全管理、福祉な どの規則や条例 の制定

4)市 の行政の監視

2)コ ミッシ ョン ・シ ステ ム

コ ミヅシ ョン(commission行 政 委 員会=前 記 モ デル のカ ウ ンシル に相 当す る、つ ま り、
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議会であ り、そ の委員は議員 に相 当)が 選挙で選ばれ、そのなかで市長が互選される。市

の行政 には手分 け して当たることになる。 コ ミッションは1人 の市長 と4人 のコ ミッショ

ナーか らな り、法制 的、経営的、行政的(legislative,executiveandadministrativeな パワー、

つ まり、執行権 と立法権 をすべて を有 してい る。市長は議長の役割な ど名義的な役割 を果

たす以外に、起債 の発 行や契約 を締結す る場合の名義人 としての役割を負 っているが、そ

れ以上のパワーはない。

コ,ミッショナーが実質的な行政の中心的な役割 を果た している。2っ に分けることがで

きる。一つは、法制 的 と経営 的な役割 を果たす集 団の、つ ま り、コ ミヅションのメンバー

として行動する ことで あるが、 もう一つは、彼 らがそれぞれ部局 を担 当 して、行政的な仕

事 をそれぞれ行 うことである。

コ ミッションとしては、

1)そ のシステ ムを実効あ るものに して、条例 を定め、州法で適用可能 な法律 を実施す

る。

2)他 の地方 自治体 との間で、 自治体 間契約や ジョイ ン ト事業 などについて、進行管理

を行 う。

3)部 局や市職 員を監督する。

4)現 状について報告する。

5)さ まざまの行政的、サー ビス的な機能 を適切 に区分する。

6)市 職員を指名 する。

7)健 康や安全、福祉などの領域で必要な条例や規則 を定めて公布する。

8)シ テ ィに必要 な歳出を定 めて、予算 に必要 な基金 を定める。

9)シ テ ィの機能 を効果的にするために、その手続 を公表する。

10)市 長の代理や新 しい市長の任命 する。

11)最 初の会合で、それぞれの担当の部署を決め、必要な権限の委譲 を行 う。

このモデルでは、 コ ミッシ ョナーがそれぞれ部 門を担 当するが、 その間 にCAO(City

AdministrativeOfficer)を 置 くこともある。 この場合 は、次に述べるシテ ィ ・マネジャー ・

システムに近似す る。

3)シ テ ィ ・マネ ジャー ・システム

コ ミッション ・システ ムに似ているが、つ ま り、 コ ミッシ ョン ・ボー ド、つ ま り議会が

名 目的な市長を互選す るが、実質的な市の行政 は専門的なシテ ィマネージャーに委ねてい

る。 このシステ ムでは、ボー ドが市長 と4人 のコ ミッシ ョナーか ら構成され る。これが立

法 と行政 の2つ の役割 を果たすが、行政実務 は、 シテ ィマネジャーを雇用 して、それに委

ね るのである。

市長はコッミシ ョン ・ボー ドのメ ンバーではあるが、名義的な トップで しかない。儀礼

的な役割を果た し、ボー ドの議長役(presidentingofficer)を 務めるのみである。

このシステムにお けるシテ ィマネジャー とは、 ボー ドによって任用 されるが、 さまざま

の制約 を受けるが、それにも関わ らず、以下のように大 きな役割を背負 うことになる。

1)ボ ー ドに対 して、賦与された行政的な責務 について直接の責任を負 う。

2)ボ ー ドに対 して、人事施策について勧告で きる。

3)ボ ー ドによって課せ られた条件の もとで、承認 を得な くて も、必要 な人員を指名 し

雇用できる。

4)ボ ー ドに対 して、予算 について案件を用意 し提出する。
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5)ボ ー ドに対 して、財務的な状況を助言する。

6)他 の地方 自治体 との間で、 自治体 間契約やジョイ ン ト事業 などについて、進行管理

を行 う。,

7)部 局や市職員 を監督する。

8)シ ステムや法令、適用可能な州法 を実効的にする。

9)シ テ ィの機能 を効果的にするために、その手続 を公表する。

市長やボ.__.ドに替わ って、専門的な立場か ら行政を経営管理 するのである。

それぞれの権限の分担は、表2を 参照 されたい。た とえば、一般職 員の雇用は、市長一

議会 システムでは市長が、その他の システムでは議会 が行 う。他の 自治体 との連携 は、市

長一議会 システム と、 コ ミッションシステ ムでは市長 が、 シテ ィ ・マネジャーシステムで

は、シテ ィ ・マネジャーが行 うとされている。

巻末 にはシティの一覧を付記 し、それぞれが どのような政体 を採用 しているか を示 した。

なお、 これ らのシステムは、住民の合意があれば、変更 してもよいが、最低5年 は続けな

ければな らない。

表2決 定権限のシステムによる相違

権限 市長 と議会 の コ ミッション ・ シテ ィマネジャー ・

並立システム システム ・ システム

執 行 権 限(Executiveauthority)

M

被 雇 用 者 の 管 理(Superviseemployee◎

M

職 員 の 任 命(Appointofficers)

M*

被 雇 用 者 の 雇 用(Hireemployees)

M
被 雇 用 者 や職 員の解 雇(Fireoffi㏄rsandemployee◎

M
他 の 自 治 体 と の 連(Liaisonwithlocalgovernment

M
契 約 の 執 行(Executecontracts)

M

予 算 の 提 案(Proposebudget)

M

M

カ ウ ン シ ル の 議 長(Presideovercouncil)

M

立 法 権 限(:Legislativeauthority)

c

-8一

行 政 手 続 き の 公 布(Promulgateadmonostrativeprocedureう

c

c

c

c

c

M

M

c

C

M

c

c

CM

c

c

C

CM

M

CM

CM

M

c

`



オ フ ィスの設 定(Establishoffices)

CCC

予 算 の承 認(Adoptbudget)

ccc

公 衆衛 生 ・治 安 ・福 祉 のた めの条例 の制 定(Establishrulesforpiblichealth,saftyandwelfare

C

業 務 の 監 査(Investigatecityactivities)

c

選 挙 で 選 ば れ た 職 員 の 解 任(Removeelectedofficer◎

c

市 長 代 理 の 指 名(Appiontmayorprotend

M

C

C

C

c

c

C

c

c

M:市 長 、C:カ ウ ンシル 、 コ ミッシ ョン、 あ るいは コ ミッシ ョン ・ボー ド、

CM:シ テ ィ ・マ ネ ジ ャー

*印 はCの 承認 を得 る こ とが必要

VI歳 入 と歳 出

シテ ィであるためには、 その権限 を行使 で きるためには、それを裏付ける歳入がなけれ

ばな らない。ホームルールが実質的に意味を有するためにも、 自前の財源が確保 され るべ

きである。注5)

3つ の論点 を整理す る。これ らは前述のシテ ィのランク付け によって独 自の行使で きる

権限の程度 が相違す る。その格付 けが高いほ ど、 自由裁量が大 き くな り、債券 も発行限度

額 も高 くなる。

1)財 政

予算(budgets)執 行部 は単年度の予算案 を策定 して、7月1日 までに、議会が これ を承

認す るこ とになる。その際。最低限、以下のようなメッセー ジを伝 えなければな らない。

予算が何 を 目的 としてい るのか、何 が重要なのか、前年度に対 して何が変化 したのか、な

ぜ変化 したのかの説明である。なお、議会 は、そのまま承認す ることはな く、それに変更

を加 えることができる。

決算(accountingsystem執 行部によって執行 された財政 は、議会によって承認されな

ければな らない。

監査(audit)内 部監査(internalaccountingcontrolは 欠かせ られないが、第6ラ ンクの小

さい 自治体では隔年で よい とされる。会計年度が閉 じられて以後、90日 以内に報告 され

なければな らない。それは新 聞な どを通 じて公開 される。

2)課 税

課税 や使用料の徴収 について1シ テ ィは歳入 を確保す るため に、その都合 に応 じて定め

るこ とがで きる。それ は2つ の主たる 目的か らな る。一つは、通常の予算 を確保するため

であ り、 もう一つは事業 を起 こすためであ る。後 者は債券の発行 によることがある。また

前者は課税、ライセ ンス供与、使用料、短期の借 り入れなどによっている。

3)債 券

シテ ィの発行 につ いては、 その ランクによって限度額が定め られてい る。その範囲内で
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発 行 で きる。

なお 、多 くの地 方 自治体 は、 これ らの案 件 に対 応 で きるだ け の 人 員 や能 力 を備 えて い な

い 。助 言 的 に、基準 を提 示す る と ころがあ る。GovernmentalAcountingStandardsBoarGASH

は 、非営 利 の独 立 の組 織 として、全 国的 に支 援 を行 って いる。州 の機 関(DepartmentforLocal

Govemment,FinancialServicesDivisioδ も、 これ に関わ ってい る。

孤 市職員

正確 には市職員(Cityofficers)と 、後段で述べる被雇用者(Cityemployee9に 区分される。

この区分は必ず しも明確ではないが、州法 によって定義 されている。大 まかにいえば、オ

フィスを有する職員 と、その職員 に雇用 される職員の区分である。たとえば、シェリフ(警

察署長)は 選挙で選ばれ、その下にあるい くつかの職位は、指名職(officers)で あるが、一

般 の警察官は、雇用 された職員(employees)で ある。

市職員 とは、選挙で選任 され るか、指名 を受ける指名職員(appiontedofficers)の ことで

ある。彼 らは、

1)州 憲法、、州法、市条例 によって決め られた職分であ り

2)行 政体の主権の一部 を委譲されて

3)シ ティによって直接 的にあるいは、暗黙 に保証 された権限 と義務 を有 して

4)よ り上位 の指示 を受けな くても、それ とは独立 に義務 を遂行 しうることがで きる

5)そ れはある程度永続 的である(任 期 中)

6)そ のためには公的に宣誓 を しなければな らない

7)そ れは公式の委任状や権威づけられた文書 によって賦与され る

8)ま た、必要な らば、公債 を発行できることもある。

以上 には、選挙で選任 され る身分 と、指名 による身分がある。前者 については、市長 と

議員 などである。それ以外に、指名によって就任 する職位がある。

兼任の禁止

禁止 されない限 り、 同時にい くつかのシテ ィの職員 になるこ とはで きる。 しか し、かな

り広範 囲に兼任は禁止 されている。州議会 を含めた州政府職員、カ ウンテ ィの職 員、他 の

ミュニシパ リテ ィの職員な どと兼任することはで きない。他 にも、た とえば、第1ク ラス

のシティの議会議員は他の公的機 関の職員にはなれないな ど、詳細な規定 が定め られてい

る。

条例 を制定 して、必要に応 じて職員を指名 する。 この場合、その職 分を定め、その権 限

と義務 を明記 し、宣誓書 に署名 し、シティの債権 を購入 し(滅 多 にないことではある)、 報

酬 を定めなければな らない。解任 に際 して も、カ ウンシルが条例 によって定めなければな

らない。指名職員には以下のような職分がある。

市事務職員(cityclerk)

シテ ィは、以下の ような作業のためにクラー クを雇用 しなければな らない。

1)シ テ ィの永久的な文書の保持(maintenanceandsafekeeping

2)州 法によって定 め られた保管者(custodian)と しての義務 を達成 すること

3)シ テ ィの紋章の管理

4)州 政府 に対す る年次報告
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行政執行官シティマネジャー(cityadministrativeofficer=CAO)

シテ ィ ・マネ ジャー とほぼ同 じである。 しか し、 カウンシルではな く執行部に対 して責

任 を負っている。シテ ィの区分 によれば、 カウンシル と執行部が 同 じこともあるため に、

その区別は明 らかではない。

行政委員会構成員(membersofcityagenciesandboard

シティが通常の部門を動員 してもサー ビスが提供で きない とき、本庁 とは別個 に、独 立、

半独立の行政委員会 を立ち上 げて、 それ を行 う。その組織は市長か議会 によって指名され

た人が行 う。

被雇用者(cityemployees)

上記の職員が市長や議会か らの権限を委譲されて、被雇用者を使 うこ とがで きる。これ

らの雇用 は原則的にカウンシルの同意を必要 としない。その人たちは雇用される人たちで

ある。彼 らは、期待 される成果や困難さ、スキルなどが列挙され、それに応 じて評価 され、

グループに分け られ、それぞれの職 分が明記され、必要人員が割 り当て られる。それへの

賃金(payplan)に ついて も決められ る。シテ ィの区分によって、その決め方は相違 している。

V皿 広域行政

シティはそれを越 えてサー ビス を提供 しなければな らないこ とがあ る。ホームルールに

よる閉 じられたサー ビスを越えて、場合に よっては、それ と抵触 して も広域の行政サー ビ

ス のための機関を設立 しなければな らない。い くっかの シティの間で設立されることもあ

れば、カウンテ ィと結びっ くこともある。特別区をつ くることもある。ただ し、広域行政

のための機関の設立はシティのランクによって制約を受ける。

以下 に、それ らのサー ビス領域にっいて、事例 を挙げて解説 を試みる。

1)公 共事業 関係(PublicWaysandServices)

空港、橋梁、墓地、大学、工業 団地、水量規制、住宅建設 ・都市開発、公共交通、図書

館、パー一キング、公園や リクレーション施設、上下水道、道路、港湾(riverport)な どにつ

いて、必要であれば、シテ ィ独 自、 シティ間で設立で きる。

2)健 康や ヒューマ ンサー ビス関連(HealthandHumanServices)

エイズ教育、大気汚染規制、病院な ど。

3)規 制

成 人映画な どの規制、アルコール販売の規制、小売業 の規制(BlueLaws)、 銃規制、土地

開発の制限な ど。、

4警 察 ・消防

地域の治安に関わ っている。

なお、以上は、た とえ、ホームルールを宣言 しても、 シティのランクによって は設立で

きないこ とがあ る。 た とえば、大学は第1ラ ンクのみの シティが、ユニバー シテ ィを税金

を徴収 し土地 を提供 し市債 を発行 して設立できる。第2ラ ンクは、 同 じようにしてカ レッ

ジを設立で きるが、それ以下はで きない。

警察 と消防も、第3ラ ンクまで と、シテ ィ=カ ウンテ ィ連合 自治体は設立 しなければな

らないが、それ以下のランクでは設立のために認可 されなければな らない。

以上の広域 に及ぶサー ビスは住民に とって不可欠であ り、 シテ ィや シティ連合が提供で
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以上の広域 に及ぶサー ビスは住民 にとって不可欠であ り、 シテ ィやシテ ィ連合が提供で

きなければ、 カウンテ ィのサー ビスを受ける ことになる。

なお、 小規模 なもの も当然含めて、シテ ィだけで は、政治的 にも発 言で きない し、職員

の資質の向上な どについて も不足が生 じる。これ らのために、 シテ ィが連合 して リーグを

つ くっている(K:bntuckyLeagueofCitie◎ 。他州 にも設置 され、全国組織 もある。注6)

さらにまた、小規模 自治体が多 くあるということで、州政府は、それを支援するための、

あ るいは監督 す るための機 関 を置いている。州政府 の中の、知事 直轄 の地方 自治担 当局

(OfficeoftheGoverno「 ・DepartmentforLocalGovernment'で ある。注7)

D(カ ウンテ ィとの関係

シテ ィとカウンテ ィが並立 してい る状態は、それがサー ビス を分担 して提供 している場

合 でも、効率的 に問題があ るとされている。 と くに都市部のシテ ィとカウンティは重複サ
ー ビスの こともある

。 それ で考 え られたこ とは、 シテ ィとカウ ンテ ィの統合(city・county

consolidation)である。すで にレキシ ントンとファエ ッテ ・カウンテ ィは統合 している。

それ以外 にもフランクフル トとフランク リン ・カウンティな どが議論 されてい る。州内

最大の都市であるルイ ビル とジェファーソ ン ・カウンテ ィは、住 民投票で是非が問われた

が、合併 は否決 されたが、その後、カウンテ ィの住民の合意 を得 て、2003年1月3日

を期 して、ルイ ビル/ジ ェファー ソンカウンテ ィ ・メ トロ政府(:Louisville/JeffersonCounty

MetroGovernment)が 成立 した。注5)概 して、市外 の、周辺 シテ ィやカ ウンテ ィの住民が

統合に反 対する とい うのは、 インナーシテ ィを含 め ると、郊外住民 に対 して行われていた

サービスの水準が低下す ることを恐れているためである。注8)

なお、ルイ ビルの統合 は、州内で唯一第一位の シテ ィがカ ウンテ ィ と合体するので、州

政府 との権限関係 が変更 されるので、合わせて さまざまの立法的な措置が とられた。

X要 約

ケンタ ッキー州の地 方 自治の大 きな特徴は、シテ ィをその規模 に応 じて ランク分けをそ

て、そのラ ンクによって、 さまざまの権能 に相違 があることで ある。他州 に比べ ると、 カ

ウンテ ィの権限が大 きいので、ランクの低い 自治体 ほ ど、カウンテ ィへ の依存は大 きい。

さ らに、 小規模 の 自治体 が多いために、 自治体 間でネ ッ トワー ク的 にさまざまの連携 のシ

ステムが発達 している。広域行政 という論点か らの理解がない と、地 方行政の実態が理解

できない。注9)

注1)本 論 考 は、 ケ ン タ ヅキー 州 立大 学 レキ シ ン トン校 カ ラ ン(P.P.Karan)教 授 の 支援 に

よ って い る。

注2)ケ ンタ ヅキー州 の、 と くに地理 学 的な特 徴 につ いて は、Karan,P.P.ed.Kentucky:A

RegionalGeography,Kendall./HuntPublishing,1973に 詳 しい。

注3)本 論 に記 載 され た情 報 の多 くは、2001年11月 ケ ンタ ヅキー 州 レキ シ ン トン

に滞 在 時 に 、 諸般 か ら得 た 資 料 に よ って い る 。 地 方 自治 体 の 紹 介 の 大枠 は 、Legislative

ResearchCommissionに よ るKentuckyMunicipalStatutory:La壷revised,20⑩ に よった が、 そ
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の後、 部分 的 には、2003年2月 に発 刊 され た最 新版(revised ,2002)に よって補 正 した。

そ の全体 は、http:〃www.1rc.state.ky.usで 知 る こ とがで き る。

注4)カ ウ ンテ ィ に関 す る記:載は、CountyGovernmentinKentucky:Revised1998こ よっ

て い る。

注5)2001CityBudgetWorkshopeditedbyDepartmentforLocalGovernme皿 に よる。

なお 、最近 の情報 につ いて は、http:〃www.kylocalgov.comに よって確 認 した が、大 きな変更

はな い。

注6)シ テ ィ ・リー グ について はhttp:〃www.klc.orgに よって事業 内容 を知 るこ とが で き

る。広 報活 動 や研修 、 調 査事業 な どを行 い、 他 州 の リー グ とほ ぼ 同 じで あ る。

注7)入 手 した 資料 の 多 くは こ こか ら得 た。DirectorのLCampbell氏 、 カ ウンテ ィ担 当

のT.Bobson氏 、 シテ ィ&特 別 区担 当 のRO 。:Brown氏 に は、拙 い 質 問 に も答 えて いただ く

な ど非 常 にお世 話 にな った。

注8)ル イ ビル とジ ェ フ ァー ソ ン ・カ ウ ンテ ィの統 合 は、2003年4月 に レキシ ン ト

ンを再 訪 した折、 カ ラ ン教 授 よ り聞か さ れ、 帰 国 の後 にhttp:〃www .loukymetro.orgで 確 認 し

た 。2001年 秋 、 筆 者 が滞在 当時 、 す で に、(サ ー ビス の質 の低 下 を危 惧 す る)カ ウ ンテ

ィの住 民 に よ る拒 否 的 な対応 があ り、 州 内 で政 治 問題 化 して い たが、 当時 、 ケ ンタ ッキー

・シテ ィ連合 のT .Ryen氏 は 、 や がて統 合 に 向 か うで あ ろ う と楽 観 的 な見 方で あ った が、

そ の とお りにな っ た。 行政 サー ビス の重複 をな くす る とい うこ とで は、 地 方 自治体 の行 政

改革 と して有 力 な方 式 な ので あ ろ う。

注9)カ ウ ンテ ィ に関 す る情 報、 シテ ィ間 の連 携 に関 す る情 報 な どは多 い が、特 別 区 に

関 す る情 報 は極 めて 少 な い。 合衆 国 全体 と して特 別 区の 占め る重要 性 は大 きいは ずで あ る

が、今 後 の資料 探 索 の課 題 と したい 。

次頁以降 に付表 として、ケンタッキー州のシテ ィをランク順 にま とめた。

シテ ィの名称 と、人 口、所属するカウンテ ィ、政治形態の順 に記載 している。

なお、以下の付表で*は 人 口について推計値 である。前年度以後 の更新 がないために、前

年度の数値 を用いている。+印 は、 シテ ィ ・カウンテ ィ統合でジェファーソン ・カウンテ

ィな どに併合 され ることにな ってい る、 あるいは他のカ ウンテ ィに組み入れ られ るなどの

変更があるとされるシテ ィである。
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